
 

 

第
だい

7章
しょう

 DV（配偶者
はいぐうしゃ

・恋人
こいびと

からの暴力
ぼうりょく

） 

 

 

 

 

 

 

1．「暴力
ぼうりょく

」にあたる行為
こうい

とは？ 

 

 

 

 

2.被害
ひがい

を受け
う

たら、どこに相談
そうだん

すればいいの？ 

 

 

 

 

3.どんな支援
しえん

が受け
う

られるの？ 

 

 

 

 

4．「デート DV」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



パートナーや恋人からの暴力に悩んでいませんか。 一人で悩まずお近くの相談窓口に相

談を。 | 暮らしに役立つ情報 | 政府広報オンライン (gov-online.go.jp) （2020年11月12日） 

 

 

 女性
じょせい

に対する
  たい

暴力
ぼうりょく

は決して
け

許
ゆる

されるものではありません。結婚
けっこん

したことのある女性
じょせい

のうち

およそ「7
なな

人
にん

に1
ひと

人
り

」が、配偶者
はいぐうしゃ

などからくり返し
かえ

暴力
ぼうりょく

をふるわれたり暴言
ぼうげん

を吐
は

かれたりし

たドメスティック・バイオレンス（DV）の経験
けいけん

がある、という調査
ちょうさ

結果
けっか

もあります。命
いのち

の

危険
きけん

を感じ
かん

たという人
ひと

も少
すく

なくありません。もしも暴力
ぼうりょく

を受け
う

、悩み
  なや

を抱え
かか

ているときは、

一人
ひとり

で悩ま
なや

ず相談
そうだん

してください。  

 

 

 

 

 

1．「暴力
ぼうりょく

」にあたる行為
こうい

とは？ 

 

 暴力
ぼうりょく

とは、殴
なぐ

る蹴
け

るなどの身体
しんたい

的
てき

暴力
ぼうりょく

だけを指
さ

すのではありません。人格
じんかく

を否定
ひてい

するよう

な暴言
ぼうげん

や交友
こうゆう

関係
かんけい

を細か
こま

く監視
かんし

するなどの精神
せいしん

的
てき

な嫌
いや

がらせ、自分
じぶん

や家族
かぞく

に危害
きがい

が加え
くわ

られ

るのではないかといった恐怖
きょうふ

を与え
あた

るような脅迫
きょうはく

（心理的攻撃）、
  しんりてきこうげき

生活費
せいかつひ

を渡
わた

さない、外
そと

で

働
はたら

くことを制限
せいげん

する（経済的
けいざいてき

圧迫
あっぱく

）、嫌
いや

がっているのに性的
せいてき

な行為
こうい

を強要
きょうよう

すること（性的
せいてき

強要
きょうよう

）なども暴力
ぼうりょく

です。 

 

 

 身体
しんたい

に対する
  たい

暴力
ぼうりょく

は被害
ひがい

者
しゃ

の身体
しんたい

を傷つけ
きず

るだけでなく、命
いのち

にかかわる危険
きけん

もあります。

暴力
ぼうりょく

を受け
う

ない状態
じょうたい

になってからも、暴力
ぼうりょく

を受け
う

ていたときの恐怖
きょうふ

が消え
き

ず、情緒
じょうちょ

不安定
ふあんてい

になったり、PTSD（心的
しんてき

外傷
がいしょう

後
ご

ストレス障害
しょうがい

）になったりするなど、心
こころ

の健康
けんこう

を害
がい

してしまうケースもあります。 

 

 

 

https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201411/1.html
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201411/1.html


           DV行為
こうい

の例
れい

 

身体
しんたい

的
てき

暴行
ぼうりょく

 

 

 殴
なぐ

る、蹴る
  け

 

 物
もの

を投げ
なげ

つける 

 身体
しんたい

を傷つけ
きず

る可能性
かのうせい

のある物
もの

で殴
なぐ

る 

 刃物
はもの

などを突き
つ

つける 

 髪
かみ

をひっぱる、突き飛ば
つ   と

す、首
くび

を絞め
し

る 

 熱湯
ねっとう

をかける（やけどさせる） 

心理
しんり

的
てき

攻撃
こうげき

 

 

 大声
おおごえ

でどなる、ののしる、物
もの

を壊
こわ

す 

 何
なに

を言
い

っても長時間
ちょうじかん

無視
むし

し続
  つづ

ける 

 ドアを蹴
け

ったり、壁
かべ

に物
もの

を投げ
な

つけたりして脅
おど

す 

 人格
じんかく

を否定
ひてい

するような暴言
ぼうげん

を吐
は

く 

 暴力
ぼうりょく

行為
こうい

の責任
せきにん

をパートナーに押し
お

つける 

 子供
こども

に危害
きがい

を加え
くわ

るといって脅
おど

す 

 SNSなどで誹謗
ひぼう

中傷
ちゅうしょう

する 

 交友
こうゆう

関係
かんけい

や電話
でんわ

・メールを細か
こま

く監視
かんし

する 

 行動
こうどう

や服装
ふくそう

などを細か
こま

くチェックしたり、指示
しじ

したりする 

 家族
かぞく

や友人
ゆうじん

との関係
かんけい

を制限
せいげん

する 

 他
た

の異性
いせい

との会話
かいわ

を許
ゆる

さない 

経済的
けいざいてき

圧迫
あっぱく

 

 

 生活費
せいかつひ

をわたさない 

 デート費用
ひよう

など、いつもパートナーにお金
かね

を払
はら

わせる 

 お金
かね

を借り
かり

たまま返
かえ

さない 

 パートナーに無理
むり

やり物
もの

を買
か

わせる 

性的
せいてき

強要
きょうよう

 

 

 無理
むり

やり性的
せいてき

な行為
こうい

を強要
きょうよう

する 

 見
み

たくないのに、ポルノビデオやポルノ雑誌
ざっし

を見せ
み

る 

 避妊
ひにん

に協力
きょうりょく

しない 

 中絶
ちゅうぜつ

を強要
きょうよう

する 

 

注
ちゅう

：例示
  れいじ

した行為
こうい

は、相談
そうだん

の対象
たいしょう

となり得
え

るものを記載
きさい

したものであり、すべてが配偶者
はいぐうしゃ

暴力
ぼうりょく

防止
ぼうし

法
ほう

第
だい

1条
じょう

の「配偶者
はいぐうしゃ

からの暴力
ぼうりょく

」に該当
がいとう

するとは限り
かぎり

ません。 



2.被害
ひがい

を受け
う

たら、どこに相談
そうだん

すればいいの？ 

 

まずは、以下
いか

にリンクした「配偶者
はいぐうしゃ

暴力
ぼうりょく

相談
そうだん

支援
しえん

センター」などの身近
みぢか

な相談
そうだん

窓口
まどくち

に相談
そうだん

を配偶者
はいぐうしゃ

暴力
ぼうりょく

相談
そうだん

支援
し え ん

センターの機能
き の う

を果
は

たす施設
し せ つ

一覧
いちらん

 (gender.go.jp)  

内閣
ないかく

府
ふ

の「男女
だんじょ

間
かん

における暴力
ぼうりょく

に関する
  かん

調査
ちょうさ

」によると、このような配偶者
はいぐうしゃ

からの暴力
ぼうりょく

を受
う

けながらも、「相談
そうだん

するほどのことではない」「自分
じぶん

にも悪
わる

いところがある」「自分
じぶん

さえ

我慢
がまん

すればいい」などと考え
かんが

て、約
やく

4割
わり

の女性
じょせい

が誰
だれ

にも相談
そうだん

していません。また、暴力
ぼうりょく

を受
う

けた女性
じょせい

の4割
わり

以上
いじょう

は、「子供
こども

がいるから」「経済的
けいざいてき

な不安
ふあん

があるから」などの理由
りゆう

で配
はい

偶者
ぐうしゃ

と

別れ
わか

たいと思
おも

いながらも別れ
わか

なかったと答え
こた

ています。 

しかし暴力
ぼうりょく

は、いかなる理由
りゆう

であっても、どんな間柄
あいだがら

であっても、許
ゆる

される行為
こうい

ではあ 

りません。暴力
ぼうりょく

を受け
う

た被害
ひがい

者
しゃ

を加害
かがい

者
しゃ

から守
まも

るために、地域
ちいき

には配偶者
はいぐうしゃ

暴力
ぼうりょく

相談
そうだん

支援
しえん

セ

ンターや警察
けいさつ

の相談
そうだん

窓口
まどくち

など、様々
さまざま

な相談
そうだん

・支援
しえん

の窓口
まどくち

があります。暴力
ぼうりょく

の被害
ひがい

から抜け
ぬけ

出
だ

し、自分自身
じぶんじしん

と子供
こども

を守
まも

るためにも、まずは、そうした身近
みじか

な窓口
まどくち

に相談
そうだん

してください。 

 

「女性
じょせい

に対
たい

する暴 力
ぼうりょく

の相談
そうだん

窓口
まどぐち

」を参照 

配偶者からの暴力（DV）についての相談 

DV相談ナビ ＃8008（はれれば） 

全国の配偶者暴力相談支援センター 

各都道府県警察または各警察署の相談窓口 

性犯罪に係る被害や捜査に関する相談 
性犯罪に係る被害や捜査に関する相談 性犯罪・性暴力被害

者のためのワンストップ支援センター 

いわゆる AV出演強要問題・「JK ビジネス」問

題等についての相談 
相談内容に応じて様々な窓口があります。 

各都道府県警察または各警察署の相談窓口 

https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/soudankikan/pdf/center.pdf
https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/soudankikan/pdf/center.pdf
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201411/1.html#mado
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201411/1.html#mado
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201411/1.html#mado
http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/dv_navi/index.html
http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/dv_navi/index.html
http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/dv_navi/index.html
http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/dv_navi/index.html
http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/soudankikan/01.html
https://www.npa.go.jp/higaisya/ichiran/index.html
http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/avjk/pdf/one_stop.pdf
http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/avjk/pdf/one_stop.pdf
http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/avjk/index.html
https://www.npa.go.jp/higaisya/ichiran/index.html


売春強要などについての相談 各都道府県の婦人相談所 

人身取引に係る被害についての相談 

各都道府県警察または各警察署の相談窓口 

全国の地方入国管理局、同支局または出張所 

各都道府県の婦人相談所 

職場におけるセクシュアル・ハラスメントに

ついての相談 
全国の労働局雇用環境・均等部（室） 

つきまとい、ストーカー行為の被害について

の相談 

各都道府県警察または各警察署の相談窓口 

各都道府県の婦人相談所 

各都道府県の男女共同参画センター 

上記事柄やその他の女性に対する人権侵害に

ついての相談 
全国の法務局、地方法務局及びその支局の人権相談窓口 

 どこに相談
そうだん

したらいいか分か
わ

らない場合
ばあい

は、内閣府の「DV相談ナビ」または「DV相談＋

（プラス）」をご利用
りよう

ください。全国
ぜんこく

どこからでも、相談
そうだん

することができます。 

また、10か国語
こくご

程度
ていど

の外国語
がいこくご

による相談
そうだん

にも対応
たいおう

しているほか、相談
そうだん

の状況
じょうきょう

によっては

Web面談
めんだん

も行
おこな

っています。 

 

      電話・メール 

24時間受付 

    チャット相談 12:00〜22:00 

 

 

・専門
せんもん

の相
そう

談
だん

員
いん

が対応/
たいおう

 

・安全
あんぜん

な居場所
いばしょ

も提供/
ていきょう

 

・24時間
じかん

電話
でんわ

対応
たいおう

 

・面談
めんだん

、同行支援などの
  どうこうしえん

直接
ちょくせつ

実施
じっし

 

http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/soudankikan/02.html
https://www.npa.go.jp/higaisya/ichiran/index.html
http://www.immi-moj.go.jp/zinsin/
http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/soudankikan/02.html
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/
https://www.npa.go.jp/higaisya/ichiran/index.html
http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/soudankikan/02.html
http://www.gender.go.jp/policy/chihou_renkei/pref_shisetsu.html
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken66.html
http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/dv_navi/index.html
http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/dv_navi/index.html
http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/dv_navi/index.html


・10か国語
こくご

対応
たいおう

 

3.どんな支援
しえん

が受け
う

られるの？ 

①加害
かがい

者
しゃ

から逃れ
のが

たい！ 

 一時
いちじ

保護
ほご

や自立
じりつ

支援
しえん

のほか、加害
かがい

者
しゃ

が近寄れ
ちかよ

ないように保護命令
ほごめいれい

を出
だ

すことも相談
そうだん

機関
きかん

で

は、専門
せんもん

の相談
そうだん

員
いん

が悩み
なや

ごとをよく聞
き

いた上
うえ

で、一緒
いっしょ

に問題点
もんだいてん

を整理
せいり

し、必要
ひつよう

に応じ
おう

て、

専門
せんもん

の支援
しえん

機関
きかん

につなげるなど、解決
かいけつ

するための支援
しえん

を行います。 配偶者
はいぐうしゃ

からの暴力
ぼうりょく

を防
ふせ

ぎ、被害
  ひがい

を受け
う

た人
ひと

を保護
ほご

するための様々
さまざま

な施策
しさく

を行
おこな

うため、日本
にほん

では、「配偶者
はいぐうしゃ

からの

暴力
ぼうりょく

の防止
ぼうし

及び
およ

被害
ひがい

者
しゃ

の保護
ほご

等
など

に関する
  かん

法律
ほうりつ

（配偶者
はいぐうしゃ

暴力
ぼうりょく

防止
ぼうし

法
ほう

）」に基
もと

づいて次
つぎ

のような

支援
しえん

を行
おこな

っています。 

 

・一時
いちじ

保護
ほ ご

 

 配偶者
はいぐうしゃ

による暴力
ぼうりょく

から逃れ
のが

るためにどこかに避難
ひなん

したい方
かた

は、婦人
ふじん

相談所
そうだんじょ

などで一時的
いちじてき

に

保護
ほ ご

してもらうことができます。一時
いちじ

保護
ほ ご

施設
しせつ

では、同伴
どうはん

した子供
こども

と一緒
いっしょに

にしばらく安全
あんぜん

に

生活
せいかつ

することができます。次のページ：婦人相談所一覧.xlsx (mhlw.go.jp) 

 

 

 

・自立
じりつ

支援
しえん

 

配偶者
はいぐうしゃ

暴力
ぼうりょく

相談
そうだん

支援
しえん

センターでは、職業
しょくぎょう

紹介
しょうかい

や職業
しょくぎょ

訓練
くんれん

、公営住宅
  こうえいじゅうたく

、生活
せいかつ

保護
ほご

など

の情報
じょうほう

提供
ていきょう

を行い
おこな

、自立
じりつ

して生活
せいかつ

ができるよう支援
しえん

しています。 

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000162967.pdf


②加害
かがい

者
しゃ

を被害
ひがい

者
しゃ

から引き離
ひ はな

してほしい！ 

 身体
しんたい

に対する
  たい

暴力
ぼうりょく

または生命
せいめい

などに対する
  たい

脅迫
きょうはく

などを受け
う

た被害
ひがい

者
しゃ

が、さらなる暴力
ぼうりょく

に

よって生命
せいめい

または身体
しんたい

に重大
じゅうだい

な危害
きがい

を受け
う

るおそれが大
おお

きいときは、裁判所
さいばんしょ

に「保護命令
  ほごめいれい

」

を申し立て
もう  た

て、加害
かがいしゃ

者が近寄
ちかよ

らないようにすることができます。 保護命令
ほごめいれい

には以下の種類
い か   しゅるい

があります。 

禁止
きんし

命令
めいれい

（期間
きかん

：6か月
げつ

） 

 加害
かがい

者
しゃ

が被害
ひがい

者の身辺
しんぺん

につきまとったり、被害
ひがい

者
しゃ

の住居
じゅうきょ

、勤務先
きんむさき

などの付近
ふきん

をはいかいし

たりすることを禁止
きんし

します。 

・被害
ひがい

者
しゃ

への接近
せっきん

 

・被害
かがい

者
しゃ

の子
こ

または親族
しんぞく

などへの接近
せっきん

禁止
きんし

命令
めいれい

（期間
きかん

：6か月
げつ

） 

 被害
ひがい

者
しゃ

本人
ほんにん

のほか、被害
ひがい

者
しゃ

の子供
こども

や親族
しんぞく

など被害
ひがい

者
しゃ

と密接
みっせつ

な関係
かんけい

をもつ人
ひと

の身辺
しんぺん

につきま

とったり、住居
じゅうきょ

や勤務先
きんむさき

などの付近
ふきん

をはいかいしたりすることを禁止
きんし

します。 

・電話
でんわ

等
など

禁止
きんし

命令
めいれい

（期間
きかん

：6か月
げつ

） 

 被害
ひがい

者
しゃ

に対する
  たい

一定
いってい

の電話
でんわ

、電子
でんし

メールなどを禁止
きんし

します。 

・退去
たいきょ

命令
めいれい

（期間
きかん

：2か月
げつ

） 

 加害
かがい

者
しゃ

に対
  たい

して、被害
ひがい

者
しゃ

と共に
とも

住
す

む家
いえ

からの退去
たいきょ

を命
めい

じます。 

支援
し えん

について、詳
くわ

しくはこちら 

配偶者からの暴力被害者支援情報 

配偶者からの暴力被害者支援情報 | 内閣府男女共同参画局 (gender.go.jp) 

配偶者暴力相談支援センター一覧 

配偶者暴力相談支援センターの機能を果たす施設一覧 (gender.go.jp) 

 

http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/index.html
https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/index.html
http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/soudankikan/01.html
https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/soudankikan/pdf/center.pdf


4．「デート DV」 

 男女
だんじょ

間
かん

における暴力
ぼうりょく

は夫婦
ふうふ

間
かん

だけで起こ
お

っている問題
もんだい

ではありません。実は
じつ

、恋人
こいびと

同士
ど う し

の

間
あいだ

でも女性
じょせい

に対する
  たい

暴力
ぼうりょく

が起こ
お

っています。「男女
だんじょ

間
かん

における暴力
ぼうりょく

に関する
  かん

調査
ちょうさ

報告書
ほうこくしょ

」

によれば、交際
こうさい

相手
あいて

がいた女性
じょせい

の21.4％が交際
こうさい

相手
あいて

からの暴力
ぼうりょく

、いわゆるデート DVを受け
う

ています。以下はその例
れい

： 

携帯
けいたい

電話
でんわ

の着信
ちゃくしん

履歴
りれき

やメールを

チェックする 

 

一方的
いっぽうてき

に相手
あ い て

のプライバシーに入
はい

り込
こ

み、相手
あ い て

の人間
にんげん

関係
かんけい

を制限
せいげん

す

るのは暴力
ぼうりょく

です。 

「ばか」などと、傷つ
きず

く呼び
よ

方
かた

をする 

 

相手
あ い て

を傷
きず

つける言葉
こ と ば

は暴力
ぼうりょく

で

す。 

自分
じぶん

の予定
よてい

を優先
ゆうせん

させないと無視
むし

したり、不機嫌
  ふきげん

になったりする 

 

相手
あ い て

の気持
き も

ちや都合
つ ご う

を考
かんが

えず、

自分
じ ぶ ん

と一緒
いっしょ

にいることを相手
あ い て

に強
きょう

要
よう

するのは暴力
ぼうりょく

です。 

無理
むり

やり性的
せいてき

な行為
こうい

をする 

 

 

恋人
こいびと

同士
ど う し

でも、相手
あ い て

が嫌
いや

がってい

るのに無理
む り

やりセックスをするこ

とは暴力
ぼうりょく

です。 

いつもおごらせる 

 

 

交際
こうさい

相手
あ い て

の気持
き も

ちを考
かんが

えず、

いつもお金
かね

を払
はら

わせることも

暴力
ぼうりょく

になります。 

思い
おも

どおりにならないと、どなっ

たり責め
せめ

たり脅し
おど

たりする 

 

相手
あ い て

を精神的
せいしんてき

に追
お

い詰
つ

めて自分
じ ぶ ん

に従
したが

わせようとするのは脅迫
きょうはく

という暴力
ぼうりょく

の一種
いっしゅ

です。 

 デート DVはエスカレートすると、ストーカー行為
こうい

や暴行
ぼうりょく

・傷害
しょうがい

につながるおそれもあり

ます。デート DVを受け
う

ているときは、自分
じぶん

を責め
せ

たり、一人
ひとり

で解決
かいけつ

しようとしたりしようと

しないで、配偶者
はいぐうしゃ

暴力
ぼうりょく

相談
そうだん

支援
しえん

センターなどのお近くの相談
そうだん

窓口
まどくち

に早め
はや

に相談
そうだん

しましょう。 

 

＊2013年
ねん

6月
げつ

の改正
かいせい

により、同居
どうきょ

する交際
こうさい

相手
あいて

による暴力
ぼうりょく

についても「配偶者
はいぐうしゃ

暴力
ぼうりょく

防止
ぼうし

法
ほう

」

が適用
てきよう

されますので、交際
こうさい

相手
あいて

と同居
どうきょ

している被害
ひがい

者
しゃ

なども、一時
いちじ

保護
ほご

や保護命令
ほごめいれい

などの

支援
しえん

を受け
う

ることができます。 


